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お知らせ

令和８年度「市の一般封筒」に掲載する有料広告を募集します
■問財政課契約検査室（☎75−8923）

下水道マンホール蓋に掲載する有料広告を募集します
■問上下水道課業務室（☎66−6190）

令和８・９年度　入札参加資格審査申請（定期申請）を12月１日㈪から受け付けます
■問財政課契約検査室（☎75−8923）

令和９年４月開校予定「あさひ小学校」の校章デザインを募集します
■問学校教育課未来の学校創造室（☎75−8033）

　一般封筒は、市民へさまざまなお知らせをするときに使用する封筒です。
【募集する広告】
広告を掲載
す る 封 筒 広告掲載枠の規格 掲載イメージ

（封筒裏面） 作成予定枚数 募集枠 掲載料
（１枠）

洋形４号 縦4.0㎝×横6.0㎝
単色刷 140,000枚 ３枠 90,000円

長形３号 縦4.5㎝×横9.0㎝
単色刷 65,000枚 ４枠 50,000円

角形２号 縦6.0㎝×横9.0㎝
カラー（４色刷） 20,000枚 ６枠 30,000円

【広告掲載期間】　令和８年６月～令和９年３月（予定）
【対 象 者】　法人または個人の事業者で、市税などの滞納がないこと
【申込期間】　�11月28日㈮午後５時までに、申込書（市ホームページから取得するか財政課窓口で配布）

に必要書類を添えて財政課へ提出してください。
【そ の 他】　必要書類や掲載できる広告の範囲などは市ホームページをご覧ください。

　地域経済の活性化や下水道の普及促進、自主財源確保
などを目的に、市の下水道マンホール蓋に掲載する有料
広告を募集します。

◆設置予定場所
　・道の駅神林（穂波の里）
　・道の駅笹川流れ（夕日会館）
　・教育情報センター前の市道

◆募集期間（予定）
　11月４日㈫～12月24日㈬
　※�募集状況などにより変更する場合があります。変更
となった場合は、市ホームページでお知らせします

◆募集方法、掲載料など
　11月４日㈫以降、市ホームページでお知らせします。

　令和８・９年度に市が発注する「建設工事」「建設コンサルタント等」「物品調達」「業務委託」の入札
や随意契約の見積りに参加を希望する場合は、「入札参加資格審査申請書」を提出してください。
　詳しくは、市ホームページに掲載する申請要領を確認してください。

申請区分 内容
建設工事 土木一式工事、建築一式工事、管工事など
建設コンサルタント等 建設コンサルタント、一級建築設計、測量など
物品調達 機械、車両、消耗品、リースなど
業務委託 清掃業務、施設管理業務など
小規模工事 小規模な工事（200万円以下）

※建設工事で申請する場合は、小規模工事の申請はできません
［受付期間］　12月１日㈪～令和８年１月16日㈮
［申請方法］　�申請書類を財政課契約検査室に持参するか郵送または宅配便により提出してください。�

申請書類は、市ホームページ（「入札・契約情報」から検索）から取得できます。

　小川小学校と朝日みどり小学校が令和９年４月に統合して開校予定の「あさひ小学校」の校章デザイ
ンを募集します。
［応募資格］　どなたでも応募できます。
［募集期間］　11月１日㈯～令和８年１月30日㈮　※当日消印有効
［表　　彰］　採用候補作品応募者には、賞状と記念品を贈呈します。
［応募方法］
　�　応募用紙またはA４サイズの縦置きのものに必要事項を記入のうえ、持参するか郵送、メールで提
出してください。なお、応募用紙や募集要項は市ホームページから取得できるほか、学校教育課、各
教育事務所に備え付けています。
［提出先］
　〒958−0292　村上市岩沢5611番地
　小川小学校・朝日みどり小学校統合推進委員会事務局（未来の学校創造室内☎75−8033）
　Ｍ gakko−s@city.murakami.lg.jp
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パブリックコメント「皆さんのご意見をお聞かせください」
■問企画戦略課企画政策室（☎75−8925）

　意見書の提出など詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
案件名　過疎地域持続的発展計画（案）
■期11月５日㈬～25日㈫
閲覧場所　企画戦略課企画政策室または各支所地域振興課自治振興室
　　　　　※市ホームページからも閲覧できます

ホームページ

※�広告の欄外に、市
章または「村上市」
を表示します

ひまわりのことなら
当社にお任せ!!

◇◇◇株式会社

村上市

イメージ図

専用蓋に広告を印刷した専用
シールを貼り付けますので、自
由なデザインが可能です！

配偶者やパートナーからの暴力に１人で悩んでいませんか？
■問福祉課総合相談室（☎75−8941）

　11月12日㈬から25日㈫は、国の男女共同参画推進本部が定めた「女性に対する暴力をなくす運動」
期間です。期間中、この運動のシンボルであるパープルリボンの色にちなみ、全国各地のタワーなどを
ライトアップして、女性への暴力の根絶を広く呼びかけます。配偶者やパートナーからの身体的・精神
的な暴力などに悩んでいる人は、一人で抱え込まずに相談してください。

「女性に対する暴力をなくす運動」オンラインセミナー性暴力を考える講演会
自分らしく生きること～勇気の一歩と支え合い～

■時11月21日㈮午後２時～４時
■場神林農村環境改善センター
■定50人（先着順）
■問 ■申11月14日㈮までに市民課生活人権室（☎53−3363）


